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年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認新潟地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正を不要と判断したもの 1 件

厚生年金関係 1 件



新潟厚生年金 事案 1695 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年２月２日から同年９月１日まで 

 Ａ社に勤務した申立期間の標準報酬月額を、給与支給額と未払賃金支給額

を合算した標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、Ａ社を退職した後、同社から未払賃金を受け取ったとしていると

ころ、同社が保管する申立人に係る「平成 20年賃金台帳」及び申立人が所持

する預金取引明細表の記載内容から、平成 20年３月及び４月の２回、同社か

ら申立人に対して未払賃金が支払われたことが確認できる。 

 しかしながら、Ａ社が保管する申立人に係る「平成 19年賃金台帳」におい

て、申立期間に係る給与からは標準報酬月額 16万円に見合う厚生年金保険料

が控除されたことが確認できるところ、当該標準報酬月額はオンライン記録と

一致している。 

 また、Ａ社は、「当社は、申立人に対して未払賃金を支払ったが、それから

は厚生年金保険料を控除しておらず、申立人の給与から控除した厚生年金保険

料は、『平成 19年分賃金台帳』に記載されている金額のみである。」と回答し

ている上、未払賃金について記載されている「平成 20年賃金台帳」には厚生

年金保険料の控除の記載が無く、申立人も、「給与から控除された厚生年金保

険料のほかに、厚生年金保険料を支払っていない。」としている。 

 このほか、申立人の申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



立人は、厚生年金保険被保険者として、申立期間についてその主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 


